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 ASEANで普及が進むライドシェア－拡大する事業機会 
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 わが国では近年、自家用自動車の空き

座席に人を乗せて有料で運送する「ライ

ドシェア」の解禁について議論されてき

ましたが、今のところはタクシー利用が

困難な過疎地域における試験的な導入に

とどまっています。一方、ASEAN 諸国

では同サービスの普及が進みつつあり、

関連産業への事業機会の広がりとともに、

その動向に注目が集まっています。 
 
ASEAN で普及が進むライドシェア 

 
ライドシェアは、スマートフォンにダ

ウンロードした専用アプリを介して、運

営会社が利用者近辺に所在する登録運転

手・車両を手配するサービスで、概算運

賃が配車時点で提示される機能や、利用

者が運転手を評価出来る機能を通じて運

賃の正確性や安全性を一定程度担保する

仕組み・特長を備えています(図表)。利

用者にとってはスマートフォンを介して

手軽に車両を手配出来ることや、タクシ

ーに比べ料金が安価となる可能性もある

こと、運転手にとっては空き時間の活用

により副業的に収入が得られること等の

メリットがあり、発祥の米国のみならず、

各国で利用が広がっています。また、運

転手は必ずしも一般個人に限らず、タク

シー会社と連携して所属ドライバーが手

配される形態もあります。 
もともと ASEAN 諸国では、公共交通

機関が未成熟でタクシーが庶民の足とし

て広く利用されてきた一方で、運賃交渉

の手間や、悪質な運転手の存在等の課題

が指摘されてきました。こうした背景に

経済成長に伴うスマートフォンの普及も

加わってライドシェア需要の拡大に弾み

がついており、運営会社についても欧米

系大手だけでなく、地場系の台頭がみら

れています。 
 
タクシー業界の反応と法規制の整備 

 
ライドシェアは ASEAN 諸国において

も他地域同様に法制度の整備に先行して

サービスの普及が進んだため、様々な規

制の適用を受けるタクシー業界から強い

反発を招いており、ライドシェアの禁止、

あるいは同等の規制導入による競争条件

の平等化を求める声が強まっています。 
こうしたなか、各国で規制についての

検討が進められており、運転手に対する

免許制度や所管省庁への登録制度の整備、

および車両保守点検の義務化等を手当て

したうえで、ライドシェアを公的に認め

るケースも出てきています。一方で、法

制度が整備されるまで運営会社が一部サ

ービスの提供を禁じられるケースや、一

部の国で事実上容認されている一般個人

によるバイクタクシー営業が規制対象外

となっているケースなど、ライドシェア

図表 ライドシェアの概念図
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の法的位置付けが定まりきらない国もみ

られます。 
 

ライドシェア普及に向けた取り組み 

 
このように、ライドシェアは事業とし

て発展途上の段階にありますが、普及に

向けて様々なニーズが出てきており、ル

ート設計や所要時間予測精度の改善とい

ったアプリの機能向上に加え、乗車履歴

等のデータ活用を通じたサービス内容の

充実が求められるようになっています。

さらに、利用者にとって「車両の捕まえ

やすさ」に直結する、登録運転手・車両

の充実や、国ごとに異なる交通事情に即

した「サービスの現地化」も重要なポイ

ントとされ、運営会社側ではこれら競争

力向上に向けた様々な取り組みを進めて

います。 
具体的には、1 台の車両に複数組の乗

客を乗せて目的地へ運ぶ相乗りサービス

や、バイクタクシー等の各国特有の交通

事情に応じた新サービスの導入等を進め

ると共に、運転手に対するインセンティ

ブ付与や保険の無料提供等を通じて登録

運転手・車両規模の拡大を図っています。 
また、ライドシェアと既存交通機関と

の共存を模索する動きも出てきています。

ASEAN 各国では首都圏における交通渋

滞が深刻化するなか、公共交通機関との

連携による乗り合い便の導入が検討され

ているほか、配車アプリの開発に係る投

資負担の分担と車両の稼働率改善の観点

から、タクシー会社にライドシェアのプ

ラットフォームを開放する恰好で、両者

が提携に至る事例もみられます。 
 

ライドシェアを起点に広がる事業機会 

 
さらに足元では、ライドシェアのアプ

リに搭載された電子決済システムを通じ

て、提携小売店等での支払いを可能とす

る仕組みを構築する動きや、食品や医薬

品の宅配サービスといったモノの輸送へ

の事業領域の拡大等、ライドシェアアプ

リを周辺の様々な事業のプラットフォー

ムとして活用しようとする動きも現れて

います。また、シンガポールではライド

シェアの地場運営会社とテック・ベンチ

ャーの提携により自動運転タクシーの公

道試験も開始されるなど、｢移動したい

人と車をマッチングする｣というもとも

とのサービスの枠組みを超えた取り組み

も進んでいます。 
こうした状況下、最近では大手自動車

メーカーが各国でライドシェア運営会社

と提携に踏み切る事例が相次いでいます。

自動車メーカー側の狙いとしては、車両

販売・リースの強化にとどまらず、ライ

ドシェアを通じて取得出来る走行記録等

のビッグデータの獲得・活用や、自動運

転技術の共同開発等が指摘されており、

ライドシェアを起点に広がる様々な事業

機会に対する関連産業の期待の高まりが

うかがわれます。 
このように、ASEAN 諸国においても

ライドシェアの普及に伴い様々な分野で

事業機会が拡大しており、関連産業への

影響を含めて今後の動向が注目されると

ころです。          (衣川) 


